
すでに原則禁止となっている職業紹介事業者が提供する「就職お祝
い金」の違反事例が絶えない現状を踏まえ、厚労省はその実効性確保
のためのルール強化に乗り出す。さらに現行では禁止規定のない求人
メディアなどの募集情報等提供事業に対しても「就職お祝い金」の禁
止の方針が示された。そもそも職業紹介事業者による「就職お祝い
金」は、職業安定法に基づく指針の一部改正により、約3年前の2021
年4月1日から禁止されているが、なぜ、この間、実効性が確保できな
かったのか。このタイミングに、あらためて「就職お祝い金」が原則禁
止になった経緯も含め、問題点などの論点整理をしてみたい―。

（本誌　伊藤秀範）

Checkpoint 1 職業紹介におけるお祝い金・転職勧奨禁止のルール・施行の強化

Checkpoint 2 �募集情報等提供事業（求人メディア）にもお祝い金・転職勧奨禁止
のルール規定

Checkpoint 3 �雇用仲介事業における「職種ごとの紹介手数料実績の見える化」と
「違約金等に係るトラブル」への対応

「求人メディア」にも
〝お祝い金〟	 禁止規定の波

集中的な指導監督結果等を踏まえ、
雇用仲介事業〝ルール強化〟へ

誌
上
検
証
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復
す
る
場
合
は
、
許
可
取
り
消
し
の
対

象
に
な
る
方
針
も
示
し
た
ほ
か
、
禁
止

規
定
の
な
か
っ
た
募
集
情
報
等
提
供
事

業（
求
人
広
告
事
業
）に
お
い
て
も
、「
金

銭
等
の
提
供
を
原
則
禁
止
と
す
る
規
定

を
職
業
安
定
法
指
針
に
設
け
る
こ
と
と

す
る
（
規
定
ぶ
り
は
、
職
業
紹
介
事
業

に
つ
い
て
設
け
て
い
る
現
行
の
規
定
と

同
様
の
も
の
）」
と
さ
れ
た
。

「
医
療・福
祉・保
育
」の

３
分
野
で
脚
光

そ
も
そ
も
、
職
業
紹
介
事
業
者
に
よ

る
「
就
職
お
祝
い
金
」
の
提
供
が
大
き

く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
始
め
た
の
は
、

人
手
不
足
が
深
刻
な
「
医
療
・
福
祉
・

保
育
」
の
３
分
野
に
お
け
る
職
業
紹
介

の
条
件
等
に
つ
い
て
の
求
人
者
か
ら
の
苦

情
・
ト
ラ
ブ
ル
の
顕
在
化
か
ら
で
あ
る
。

職
業
紹
介
事
業
者
に
支
払
う
「
手
数

料
が
高
い
」、「
転
職
勧
奨
に
よ
り
早
期

退
職
し
て
し
ま
う
」
な
ど
の
求
人
者
か

ら
の
指
摘
、
そ
れ
に
伴
う
ト
ラ
ブ
ル
事

例
な
ど
を
踏
ま
え
、
厚
労
省
は
３
分
野

の
職
業
紹
介
事
業
に
お
け
る
透
明
性
の

担
保
に
向
け
、
２
０
２
１
年
か
ら
医

療
・
介
護
・
保
育
分
野
に
お
け
る
職
業

紹
介
事
業
者
の
「
認
定
制
度
」
を
創
設

し
て
い
る
。

２
０
２
３
年
２
月
に
は
３
分
野
の
求

人
者
向
け
の
都
道
府
県
労
働
局
に
「
特

別
相
談
窓
口
」
を
設
置
。
同
年
８
月
か

ら
２
０
２
４
年
５
月
に
か
け
て
は
、
窓

口
に
寄
せ
ら
れ
た
情
報
を
基
に
、
３
分

野
の
職
業
紹
介
事
業
者
に
対
す
る
「
集

中
指
導
監
督
」
を
実
施
し
た
。

「
就
職
お
祝
い
金
」

原
則
禁
止
の
経
緯

業
界
関
係
者
で
あ
れ
ば
、
す
で
に
ご

承
知
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ

で
は〝
お
さ
ら
い
〟の
意
味
も
含
め
て
、

論
点
の
整
理
ぐ
ら
い
の
軽
い
気
持
ち
で

読
み
進
め
て
も
ら
え
れ
ば
と
思
う
。

求
職
者
に
対
し
て
、
職
業
紹
介
事
業

者
（
本
文
内
で
は
以
下
、「
有
料
職
業

紹
介
事
業
」
を
指
す
）
が
「
就
職
お
祝

い
金
」
な
ど
の
名
目
で
金
銭
等
を
提
供

す
る
こ
と
は
、
短
期
的
な
転
職
を
促
し

か
ね
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
職
業

安
定
法
に
基
づ
く
指
針
の
一
部
改
正
に

よ
り
、
２
０
２
１
年
４
月
１
日
か
ら
禁

止
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
も
「
就
職
お
祝
い

金
」
に
類
す
る
求
職
者
へ
の
金
銭
の
支

給
す
る
ケ
ー
ス
が
後
を
絶
た
な
い
と
の

理
由
か
ら
、
厚
労
省
は
規
制
を
強
化
す

る
方
針
を
示
し
、
５
月
29
日
に
開
か
れ

た
労
働
政
策
審
議
会
の
部
会
で
は
、
指

導
・
監
督
を
行
っ
た
違
反
事
例
を
公
開

（
＝
14
ペ
ー
ジ
の
一
覧
参
照
）。

７
月
24
日
の
部
会
で
は
、そ
の
指
導
・

監
督
結
果
を
踏
ま
え
、「
就
職
お
祝
い

金
」
禁
止
の
実
効
性
確
保
へ
向
け
た
追

加
的
対
応
と
し
て
、
違
反
が
継
続
・
反

「
集
中
指
導
監
督
の
実
施
状
況
（
２

０
２
４
年
５
月
時
点
）」
が
公
開
さ
れ

た
２
０
２
４
年
５
月
29
日
開
催
の
労
政

審
の
部
会
で
は
、
出
席
委
員
か
ら
「
違

反
事
業
所
の
割
合
が
約
６
割
と
、
３
分

野
の
中
小
企
業
に
お
い
て
の
従
業
員
確

保
と
い
う
点
で
、非
常
に
大
き
な
懸
念
」

「
結
果
を
踏
ま
え
れ
ば
、
法
令
の
周
知

徹
底
や
、
監
督
指
導
の
評
価
は
言
う
ま

で
も
な
く
重
要
で
す
が
、
現
在
の
法
制

度
で
十
分
な
の
か
に
つ
い
て
も
検
討
が

必
要
」
な
ど
の
声
も
挙
が
っ
た
。

集
中
指
導
監
督
は
「
職
業
紹
介
手
数

料
等
の
情
報
開
示
義
務
」「
職
業
紹
介
手

数
料
の
返
戻
金
制
度
の
勧
奨
」「
自
ら
の

紹
介
に
よ
り
就
職
し
た
者
に
対
し
て
、

就
職
後
２
年
間
の
転
職
勧
奨
の
禁
止（
無

期
雇
用
契
約
に
限
る
）」「
転
職
の
勧
奨

に
つ
な
が
る
よ
う
な
求
職
者
へ
の
『
就
職

お
祝
い
金
』
な
ど
の
禁
止
」
な
ど
の
遵

守
事
項
に
つ
い
て
、
１
１
５
２
の
事
業
所

を
対
象
に
行
わ
れ
た
が
、
職
安
法
等
の

違
反
に
該
当
し
た
と
こ
ろ
は
７
１
６
事

業
所
と
、
全
体
の
約
６
割
に
上
っ
た
。

指
導
事
例
と
し
て
は
決
し
て

多
く
は
な
い
が

メ
デ
ィ
ア
受
け
し
や
す
い
ネ
ー
ミ
ン

グ
ゆ
え
か
、
職
業
紹
介
事
業
に
お
け
る

指
導
・
監
督
で
は
、「
就
職
お
祝
い
金
」

問
題
ば
か
り
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ

や
す
い
が
、「
集
中
指
導
監
督
の
実
施

状
況
」
の
デ
ー
タ
を
見
る
と
、「
お
祝

い
金
に
関
す
る
指
導
事
例
」
は
25
件
で

あ
り
、「
労
働
条
件
等
の
明
示
に
関
す

る
指
導
事
例
」（
３
３
６
件
）、「
手
数

料
に
関
す
る
指
導
事
例
」（
４
０
９
件
）

な
ど
と
比
較
す
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
多
い

印
象
は
受
け
な
い
。

た
だ
、「
就
職
お
祝
い
金
」
に
関
し

て
は
、
職
業
紹
介
事
業
と
同
じ
「
雇
用

仲
介
事
業
」
の
募
集
情
報
等
提
供
事
業

に
お
い
て
は
禁
止
規
定
が
な
く
、
そ
れ

を〝
隠
れ
蓑
〟に
し
た
と
疑
わ
れ
る「
就

職
お
祝
い
金
」
に
関
す
る
相
談
事
例
な

ど
も
、
都
道
府
県
労
働
局
に
設
置
さ
れ

た
求
人
者
向
け
の
「
特
別
相
談
窓
口
」

に
は
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

労
政
審
の
部
会
で
は
、
そ
れ
に
類
し

た
相
談
内
容
と
し
て
、
例
え
ば
︿
○
某

事
業
者
が
運
営
す
る
募
集
サ
イ
ト
「
●

●
●
●
●
●
」
に
掲
載
さ
れ
た
就
業
応

援
金
は
職
業
安
定
法
に
抵
触
し
な
い

違反が継続・反復する場合は、許可取り消しの対象に

募集情報等提供事業との
〝兼業〟に潜む

「就職お祝い金」法令違反

集中的な指導監督結果等を踏
まえた労働力需給調整機能強
化のための追加的対応（案）

法令順守徹
底のための
ルールと
施行の強化

①�お祝い金・転職
勧奨禁止の実効
性確保

②�募集情報等提供
事業に係る対応

雇用仲介
事業の
さらなる
見える化

①�職種ごとの紹介
手数料実績の見
える化

②�違約金等に係る
トラブルへの対
応

公的部門に
おける職業紹介
機能の強化

ハローワークの機
能強化等

その他

①�返戻金、認定制
度

②�業所管における
対応

厚労省「第372回労働政策審議会職業安定分科会労
働力需給制度部会」（2024年7月24日開催）資料より
※太字、アンダーライン等は本誌編集により指定

医療等3分野における集中指導監督の実施状況（令
和6年5月時点）

実施対象 医療等3分野の無期雇用紹介実績がある有料職業紹介事
業者

実施期間 令和5年8月から令和6年5月

結果概要

実施事業所数 1152事業所

実施事業所
のうち職業安
定法等違反
有の事業所数
（割合）

716事業所（約6割）

主要な
法違反内容
（多い順）

・��職業安定法第32条の15（帳簿書類整備）
・��職業安定法第32条の13（求人者及び求
職者への事業情報事前明示）

・��職業安定法第32条の16第3項（人材サー
ビス総合サイトによる事業情報の提供）
・��職業安定法第5条の3（労働条件等の明示）
・��職業安定法第5条の5（個人情報の取扱い）

求人事業所
から情報収集
し把握した主
な内容

・��求人者手数料や返戻金の明示に関する情報
（口頭のみの明示、内容が不明確な明示）
・��求人者手数料や返戻金の運用に関する情
報（求職者の能力適性、早期離職の場
合など）

厚労省「第369回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」（2024年5月29日
開催）資料より

か
。
同
事
業
者
は
特
定
募
集
情
報
等
提

供
事
業
者
だ
と
し
て
も
、
当
該
サ
イ
ト

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
運
営
主
体
で
あ

る
同
社
の
会
社
概
要
が
出
て
く
る
。
紹

介
事
業
者
が
お
祝
い
金
の
規
制
逃
れ
の

た
め
兼
業
す
る
事
業
の
下
で
行
っ
て
い

る
こ
と
が
明
確
で
あ
り
、
違
法
で
は
な

い
か
」（
広
告
制
作
を
行
う
事
業
者
か

ら
電
話
で
の
情
報
提
供
）﹀
と
い
っ
た

事
例
の
ほ
か
、︿
○
某
求
人
サ
イ
ト
は

サ
ー
ビ
ス
利
用
者
（
応
募
者
）
を
集
め

る
た
め
、
お
友
達
紹
介
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

と
称
し
て
金
品
等
を
提
供
し
て
い
る
。

同
じ
こ
と
を
紹
介
事
業
者
が
行
え
ば
就

職
お
祝
い
金
の
禁
止
に
接
触
す
る
と
思

う
が
、
募
集
情
報
等
提
供
事
業
に
は
な

ぜ
取
り
締
ま
り
が
及
ば
な
い
の
か
」（
関

東
・
令
和
５
年
上
期
・
紹
介
事
業
者
）﹀

と
い
っ
た
事
例
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。

兼
業
が
違
法
逃
れ
の

「
逃
げ
場
」に
な
っ
て
い
な
い
か

５
月
29
日
開
催
の
労
政
審
の
部
会
で

も
、
公
益
代
表
委
員
か
ら
は
「
職
業
紹

介
事
業
で
指
導
監
督
に
入
っ
た
時
に
、

兼
業
す
る
募
集
情
報
等
提
供
事
業
を
や

っ
て
い
る
か
ら
、
そ
ち
ら
の
利
用
者
に

や
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
逃
げ
の
場
に
な

1213 2024. 9. 1／vol.458

「求人メディア」にも〝お祝い金〟禁止規定の波誌上
検証

010-029_JINZAI2409_特集_CC2019.indd   12-13 2024/08/29   23:11


